
１　施設の概要

２　指定管理者が行う業務等

R1 千円 
R2 千円 
R3 千円 
R4 千円 
R5 千円 

３　評価結果

弓道場 AA AA AA

施設の設
置目的・

概要
弓道場を整備することにより、市民にスポーツ（弓道）活動の場を提供する。

指定管理者総括評価シート

施設名称 盛岡市弓道場 所在地 盛岡市加賀野四丁目18番27号

建物・設
備の概要

敷地面積（1,662㎡）-射場：鉄骨造平屋建（372㎡）、的場：鉄筋コンクリート
造　平屋建（77㎡）、近的（12人立）、和室（１）、湯沸室（１）、女子更衣室
（１）

設
置
年
月
日

平成8年5月1日

指定管理
者名

公益財団法人盛岡市スポーツ協会 所管課名 スポーツ推進課

指定期間 平成31年4月1日～令和6年3月31日

指定管理
業務の内
容

（１）施設の使用承認等に関すること。
（２）施設及び設備の維持管理に関する業務
（３）その他市長が定める業務

指定管理
料（千円）

24,089
24,130
25,467
24,742
24,642

　■　指定管理者制度　　　　□　直営

理由

当該施設は、弓道に関する知識及び教室開催のノウハウを有する者が管理運営を行う
ことで、利用者サービスの確保が図られる。
また、人員を補充する場合には、現在、指定管理者が行っている他の自社管理施設か
らの異動や要員による臨時補充のようなスムーズな対応は難しい。

制度導入
によって
目指す施
設の姿

弓道場を利用した市民のスポーツ（弓道）活動を推進するとともに、気軽に多くの市民が
利用できる施設を目指す。

単位内の施設 令和３年度 令和２年度 令和元年度

武道館 AA AA A総合評価 AA

施
設
所
管
部
の
評

　管理運営方法の検討

指定期間中
の導入効果
及び課題

・平等使用に関する苦情は、令和元年度から令和３年度までで０件となっており、市民の平等
使用が確保されている。弓道体験教室等も開催され、当該施設の有効活用に繋がっている。
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用料金収入が数値目標に届かない年度があ
り、利用料金収入を伸ばすための方策が課題として上げられる。

今後の管理
運営方法
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※評価基準

総合評価

Ｓ

ＡＡ

Ａ

Ｂ

Ｃ

制
度
担
当
部

の
意
見

【年度評価】の全てがＡＡ以上かつ、Ｓが１つ以上である。※１単位内に複数施設がある
場合は、１施設ごとにＳが1つ以上である。

【年度評価】の全てがＡ以上である。

　指定管理者制度を継続する場合

選定方法 　　□　延長　　　■　公募　　　□　非公募（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地に対
する団体の

条件
　　■　市内　　　□　制約を設けない（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

管理形態

　　□　単館管理　　　■　一体管理（施設名及び理由：武道館と弓道場の２施設は
近接しており、コスト削減や施設間の連携等を生かした一体管理を行うことが効率
的であるため。）

評
価

【年度評価】のＡ以上が半数以上含まれている。※ただし、Ｃが一つ以上ある場合はＣ評価

【年度評価】のＢが半数を超えている。※ただし、Ｃが一つ以上ある場合はＣ評価

【年度評価】にＣが含まれている。

　今後の改善点

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、利用者数及び利用料金収入が数値目標に達していない年度
があることから、利用者増への方策が求められる。
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